
低所得世帯支援給付金を支給します
　特に物価高の影響を受ける低所得世帯を支援するため、給付金を支給します。対象と見込まれる方には、２月
25日付け（予定）で給付金を受け取るための手続きが不要な『お知らせ通知』または手続きが必要な『確認書』
を送付します。
対象・要件　
①�令和６年12月13日時点（基準日）で本市に住民登録があり、世帯全員の
令和６年度分住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主（単
身の高齢者など、住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族
のみの世帯は対象外）
②�『①』以外の世帯で、申請時点において本市に住民登録があり、予期せ
ず家計が急変したことで令和６年１月以降の収入が減少し、世帯全員の
それぞれの１年間の所得額が住民税非課税相当以下となった世帯の世帯
主
③�『①』または『②』に22歳以下の子（平成14年４月２日～令和７年６月
30日に出生した子）がいる世帯の世帯主
④�『①』または『②』で『③』の対象とならない３人以上の世帯の世帯主
支�給額　①・②：１世帯当たり30,000円、③：子１人当たり20,000円、
④：２人目以降の世帯員１人当たり10,000円
※�③については、単身で寮に入っている子など、同一世帯員として住民登
録がなくても生計が同一である場合は、申し出を受けた上で対象とする
ことができます。また、基準日より後に出生した子も対象となります。
詳しくはお問い合わせください。

申�請方法　
①�・③・④（『確認書』を受け
取った方）：期限までにオン
ライン手続きまたは確認書に
必要事項を記入の上、同封の
返信用封筒で返送
②�：市役所、各支所に備え付け
または市公式ウェブサイトに
掲載の申請書に必要事項を記
入し、期限までに持参または
郵送で社会福祉グループ（〒�
059-8701中央町６丁目11）

問�い合わせ　社会福祉グループ
� （☎�１０００）

パブリックコメントを実施します パブリックコメントの
実施結果をお知らせします

案件
第３次登別市ス
ポーツ推進基本
計画（案）

第３次登別市文
化振興基本計画
（案）

募集期間 １月31日～３月２日㈰

閲覧場所
市役所１階市民ロビー、各支所、市民会館、しんた21、
市立図書館、市立図書館アーニス分館、のぼりん、登
別温泉郵便局、担当グループ、市公式ウェブサイト

提出方法

閲覧場所に備え付けの用紙か任意の様式に案件名、住
所、氏名、電話番号、意見を記入し、閲覧場所に備え
付けの意見箱に投函するか、郵送またはファクス、受
付フォームで担当グループに提出

提出先 社会教育グループ

住所 〒059-0014富士町７丁目33－１

電話 ☎�１１２９

ファクス �９７４４

案件 のぼりべつ文化交流館の
廃止方針（案）

募集期間 令和６年11月20日～12月19日

意見数
（意見者数） ２件（１者）

閲覧場所

市役所１階市民ロビー、各支所、市
民会館、しんた21、市立図書館、市
立図書館アーニス分館、のぼりん、
登別温泉郵便局、担当グ
ループ、市公式ウェブサ
イト

問い合わせ 社会教育グループ
（☎�１１２９）
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